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2024 年 4 月 22 日 

 

株式会社オプテージ  



ｅｏ光テレビ契約約款 

 

第１条（約款の適用）  

 株式会社オプテージ（以下「当社」といいます。）は、ｅｏ光テレビ契約約款（提供条

件の他、契約成立までに当社が提示する書類を含みます。以下「本約款」といいます。）

を定め、これにより、ｅｏ光テレビサービスを提供します。 

２．eo 光パートナーサービス契約者には、本約款に関する条項の追加、削除、変更等の

条件を別途定めた eo 光テレビ契約約款 eo 光パートナーサービス契約者特約（以下「特

約」といいます。）の規定が適用されます（ただし、特約が適用される範囲は、eo 光パー

トナーサービス契約者に対し提供された eoID により契約された eo 光テレビサービスに

限ります。）。この場合、特約は本約款の一部を構成するものとします。本約款と特約との

間に齟齬が生じた場合、特約が本約款に優先して適用されるものとします。 

        

第２条（約款の変更）  

 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他のサービスの提

供条件は変更後の約款によります。 

 

第３条（サービス） 

  当社が、定められた業務区域（以下「サービス提供区域」といいます。）において提供

するｅｏ光テレビサービスは、次のとおりとします。 

（１）基本サービス 

 当社が再放送同意を取得した放送事業者のテレビジョン放送（多重放送を含む。）とＦ

Ｍラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービスおよび別表２に定める基

本利用料範囲内の自主放送サービス 

（注）タイプ 3 地デジ・ＢＳコーススターチャンネルセットの新規申込受付は終了しま

した。 

（２）オプションチャンネル           

 別表５に定める利用料にて利用いただけるチャンネル単位で料金を課金する基本利用

料範囲外の自主放送サービス。ただし、オプションチャンネルは、基本サービス（タイプ

３は除く）を利用いただく場合に限り利用いただけます。 

（３）上記サービスに付帯するサービス 

 

第４条（用語の定義） 

 本約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

本契約 本約款第 6 条により成立した契約 

ｅｏ光テレビ契約者 当社と本契約を締結した者 

ｅｏ光テレビ サービ

ス取扱所 

ｅｏ光テレビサービスに関する業務を行う当社の事業所 

本施設 当社の放送センターからｅｏ光テレビ契約者の受信機に

至るまでの施設 



契約者回線 当社の放送センターからＴＶ用ＯＮＵまでの施設 

ＴＶ用ＯＮＵ 契約者回線の需要場所側の終端に設置される放送用光受

信機 

引込施設 クロージャからＴＶ用ＯＮＵまでの施設 

ＳＴＢなど ｅｏ光テレビチューナー（以下「ＳＴＢ」といいます。）、

その付属品、Ｃ－ＣＡＳカードおよびＴＶ用ＯＮＵ付属品 

追加機能付きＳＴＢ ＳＴＢのうち月額利用料が必要なもの 

Ｂ－ＣＡＳカード ＳＴＢに挿入されることによりＳＴＢを制御するＩＣを

組み込んだ株式会社ビーエス・コンディショナルアクセス

システムズがｅｏ光テレビ契約者に貸与するカード 

Ｃ－ＣＡＳカード ＳＴＢに挿入されることによりＳＴＢを制御するＩＣを

組み込んだ当社が指定する技術的な基準に適合するカー

ド 

ｅｏ光テレビ 契約者

施設 

ＴＶ用ＯＮＵの出力端子の接続線から受信機に至るまで

のＳＴＢなどを除く施設 

受信機 テレビ、ビデオなどの機器 

インターネット 当社が提供する電気通信サービス（光ファイバーアクセス

サービス契約約款に基づくプラン１またはプラン５に係

る光ファイバーアクセスサービスおよびｅｏ光ネット【マ

ンションタイプ】利用規約に基づくインターネット接続サ

ービスをいいます。） 

ＩＰ電話 当社が提供する電気通信サービス（ＩＰ電話サービス契約

約款に基づくＩＰ電話サービスおよびｅｏ光電話サービ

ス利用規約に基づくＩＰ電話サービスをいいます。） 

eo 光パートナー 当社より eo 光ネットの名称で提供している光ファイバー

アクセスサービスの提供を受け、自社サービスと光ファイ

バーアクセスサービスを組み合わせて、サービスを提供す

る事業者 

eo 光パートナーサー

ビス 

eo 光パートナーが、自社サービスと当社より提供を受け

た光ファイバーアクセスサービスを組み合わせて提供す

るサービス 

eo 光パートナーサー

ビス契約 

eo 光パートナーから eo 光パートナーサービスの提供を

受けるための契約 

eo 光パートナーサー

ビス契約者 

eo 光パートナーと eo 光パートナーサービス契約を締結

している者（eo 光パートナーサービス契約を申し込み中

の者を含む。） 

 

第５条(契約の単位) 

 集合住宅共聴方式を除く契約は、契約者回線１回線ごとに１の契約といたします。この

場合、１の契約につき契約者は１人といたします。 

２．集合住宅共聴方式の場合は、物件所有者などと別途締結する導入契約に記載される各



戸の区分所有者などごとに１の契約とします。 

 

第６条（契約の成立） 

 加入申込者が、本約款を承認の上、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が申し

込みを承諾したときに、サービスの提供に関する契約が成立するものとします。  

２．当社は前項の定めに係わらず、次の場合には本契約を承諾しない場合があります。  

（１）  加入申込内容に虚偽の届出のあることが判明した場合。 

（２）  引込施設またはＳＴＢなどの設置、および保持が困難な場合。 

（３）  ｅｏ光テレビ契約者が本約款に基づく料金その他の支払いを怠るおそれがあ

る場合。 

（４）  その他、サービスを提供するうえで当社の業務遂行上、支障がある場合。  

３．加入申込者は、所有または占有する敷地、家屋または構築物などにおいて、地主、家

主その他利害関係人があるときには、本施設の設置、保守、その他本約款の履行のため、

当社が敷地、家屋または構築物などを使用することについてあらかじめ必要な承諾を得

ておくものとし、このことに関しては、加入申込者が責任を負うものとします。 

４．本契約は原則として、ｅｏ光テレビ契約者と同一世帯の者が視聴することを目的とし

ます。ただし、当社は商業利用など業務で不特定もしくは多数の第三者が視聴できるよう

に使用し、または同時送信などで使用することを目的とする場合など同一世帯の者が視

聴する目的以外の場合においても、その利用方法、条件によっては、その契約を認める場

合があります。  

５．当社は、第１項の規定により本契約が成立した場合、またはｅｏ光テレビ契約者から

追加機能付きＳＴＢの利用に関する申し込みがあり、その申し込みを承諾した場合は、当

社が別に定める方法により、その契約内容を通知します。 

 

第７条（初期契約解除） 

ｅｏ光テレビ契約者は、前条第５項の規定による通知の受領後８日を経過するまでに、

当社所定の方法により、当社に申し出ることにより、その申し込みの撤回または本契約を

解除（以下｢初期契約解除｣という）することができます。 

２．サービスの提供にかかる工事などの着手後に初期契約解除が適用された場合、ｅｏ光

テレビ契約者は、別表４に規定する額を上限とし、当社が既に実施した工事などに要した

費用、および撤去に要するすべての工事費などの費用を負担するものとします。 

 

第８条（最低利用期間）  

ｅｏ光テレビ契約者は、本契約を契約者回線に係る工事が完了した日（以下「工事完了

日」といいます。）の属する月の翌月から少なくとも１年間継続していただきます（以下、

「最低利用期間」といいます。）。この期間内に契約の解約があった場合（工事完了月に契

約の解除があった場合も含みます。）は、ｅｏ光テレビ契約者は、当社の定める期日まで

に、別表６に定める最低利用期間精算金を、一括して支払うものとします。ただし、ｅｏ

光テレビ契約者の責に帰さない理由により、サービスを提供できなくなった場合は、この

限りではありません。 

２．追加機能付きＳＴＢについては、前項の規定に準じて取り扱います。ただし、最低利



用期間については、当該ＳＴＢに加入した日から起算します。 

３．地デジ・ＢＳコース スターチャンネルセットについては、本条第１項の規定に準じ

て取り扱います。ただし、最低利用期間については、スターチャンネル１、スターチャン

ネル２、およびスターチャンネル３（以下、「スターチャンネル」といいます。）の視聴に

係る手続きを当社が完了した日の属する月の翌月から起算します。また、本コースからタ

イプ４への契約変更の場合は、最低利用期間満了前であっても最低利用期間精算金の支

払いは要しないものとします。 

４．前条に規定する初期契約解除が適用された場合は、前３項の規定に関わらず、最低利

用期間精算金の支払いは要しないものとします。 

 

第９条（サービス利用の一時休止）   

 ｅｏ光テレビ契約者は、当社が提供するサービスの利用を、一時休止する場合は、１４

日前までに、当社所定の方法により申し出るものとします。 

なお、最低利用期間満了前の一時休止およびタイプ３の一時休止はできないものとしま

す。また、一時休止後、サ ー ビ ス の 利 用 を 再 開 さ れ た 後 １ 年 以 内 の 再 一 時 休 止 は 、

で き な い も の と し ま す 。  

２．ｅｏ光テレビ契約者は、一時休止した日の属する月の翌月から利用再開した日の属す

る月の前月までの期間は、休止料として、別表２に定める金額を、当社に支払うものとし

ます。 

３．本条の一時休止期間は最長１２ヶ月とします。 

 

第１０条（設置場所の変更） 

 ｅｏ光テレビ契約者は、サービス提供区域内において、技術的に接続が可能な場合に限

り、引込施設およびＳＴＢなどの設置場所を変更できるものとします。  

２．前項の場合、ｅｏ光テレビ契約者は、当社所定の方法により申し出るものとします。 

３．当社は、前項の申し出について、第６条の規定に準じて取り扱います。 

４．ｅｏ光テレビ契約者は、この変更に要するすべての工事費などの費用（ｅｏ光テレビ

契約者以外の者に生じる費用を含む）を負担するものとします。  

      

第１１条（利用権の譲渡）  

 ｅｏ光テレビ契約に係る利用権（ｅｏ光テレビ契約者が本約款に基づいてｅｏ光テレ

ビサービスの提供を受ける権利をいい、以下同じとします）の譲渡の承認を受けようとす

るときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に申し出るものとします。 

 ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができ

るものとします。また当社は、当社の判断において、当事者の連署または譲渡があったこ

とを証明できる書類の添付を不要とすることがあります。 

２．当社は、前項の規定によりｅｏ光テレビ契約に係る利用権の譲渡の承認を求められた

ときは、次の場合を除いて、これを承認します。 

（１）ｅｏ光テレビ契約に係る利用権を譲り受けようとする者がｅｏ光テレビの利

用料または工事費などの費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

（２）そのｅｏ光テレビ契約に係る契約者回線などを継続利用されないとき。 



（３）譲渡するｅｏ光テレビ契約の基本サービスが地デジ・ＢＳコース スターチャ

ンネルセットであるとき。 

（４）その他当社が指定する条件を満たさないとき。 

３．ｅｏ光テレビ契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ｅｏ光テレビ契約

者の有していたｅｏ光テレビサービスに係る権利および義務のうち当社が認める範囲に

限り承継するものとします。また、譲渡に際し、設置場所の変更、接続調整などが必要と

なったときは、譲受人はそれらに要する全ての工事費などの費用を負担するものとしま

す。なお、譲渡に関し当事者間で紛争が生じた場合は、譲受人の費用と責任においてこれ

を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。 

 

第１２条（契約内容の変更） 

 ｅｏ光テレビ契約者は、サービス内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法により

申し出るものとします。 

２．当社は、契約内容の変更の申し出があった場合、当社の指定する期日までに受付けた

ものについて、当社の指定する期日から変更された内容によってサービスを提供します。 

３．第１項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、ｅｏ光テレビ契

約者は、当社所定の方法により、すみやかに申し出るものとします。  

 

第１３条（解約） 

 ｅｏ光テレビ契約者は、本契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の１４日

前までに当社所定の方法により申し出るものとします。 

２．前項による解約の場合は、ｅｏ光テレビ契約者は第１４条の規定による料金を当該解

約の日の属する月の分まで、当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに支払

うものとします。 

３．第１項による解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、引込施設とＳＴＢなどを

撤去し、ｅｏ光テレビ契約者は、別表４に定める撤去工事費および追加工事費を当社の指

定する方法により、当社の指定する期日までに支払うものとします。ただし、撤去にとも

ない、ｅｏ光テレビ契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要す

る場合は、ｅｏ光テレビ契約者は、自己の負担で、その復旧工事を行うものとします。  

４．引込施設撤去後の地上放送などの受信設備（アンテナなど）はｅｏ光テレビ契約者が

用意するものとし、解約後の地上放送などの受信について当社は関知いたしません。 

５．解約に際しては、加入契約料、および加入の際に申し受けた工事費などはｅｏ光テレ

ビ契約者に返戻いたしません。 

 

第１４条（利用料の支払義務） 

 ｅｏ光テレビ契約者は、別表２に定めるサービス利用料、別表３に定める追加機能付き

ＳＴＢ利用料および別表５に定めるオプションチャンネル利用料（ 以 下 「 利 用 料 な ど 」

と い い ま す 。）をサービス提供月の翌月に当社の指定する方法により、当社の指定する期

日までに支払うものとします。 

２．ｅｏ光テレビ契約者は、工事完了日の当該月の翌月分から解約の日の属する月の分ま

で利用料などを支払うものとします。ただし、オプションチャンネル利用料は、サービス



開始日の当該月分から解約の日の属する月の分まで支払うものとします。 

３．削除 

４．第 2 項の期間において、サービスの提供の停止などによりｅｏ光テレビサービスを

利用することができない状態が生じたときの利用料などの支払いは、次によります。 

（１）  サービスの提供の停止があったときは、ｅｏ光テレビ契約者は、その期間中の利

用料などの支払いを要します。 

（２）  前号の規定によるほか、ｅｏ光テレビ契約者は、次の場合を除き、ｅｏ光テレビ

サービスを利用できなかった期間中の利用料などの支払いを要します。 

区        別 支払いを要しない料金 

１  ｅｏ光テレビ契約者の責めによらない理

由により、ｅｏ光テレビサービスを全く利用で

きない状態が生じた場合に、そのことを当社が

知った時刻から起算して、24 時間以上その状

態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の

利用できなかった時間（24 時間の倍

数である部分に限ります。）につい

て、24 時間ごとに日数を計算し、そ

の日数に対応する利用料など 

５．当社の故意または重大な過失によりｅｏ光テレビサービスを全く利用できない状態

が生じた場合は、前項の規定は適用しません。 

６．当社は、支払いを要しないこととされた利用料などがすでに支払われているときは、

その料金を返還します。 

７．第 4 項の規定にかかわらず、別表２（サービス利用料）、別表３（追加機能付きＳＴ

Ｂ利用料）および別表５（オプションチャンネル利用料）に別段の定めがある場合は、そ

の定めるところによります。 

 

第１４条の２（料金などの臨時減免） 

 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわら

ず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。 

（注）当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のｅｏ光テレビサービス取扱所に掲

示するなどの方法により、そのことを周知します。 

 

第１４条の３（料金の一括後払い） 

 当社は、ｅｏ光テレビ契約者に係る１月の支払い額が、当社が別に定める額に満たない

場合は、２月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことが

あります。ただし、あらかじめｅｏ光テレビ契約者から、当社がこの取扱いを行うことに

ついて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。 

 

第１５条（インターネットの複合利用割引の適用） 

当社は次に定める（１）から（３）の条件をすべて満たすｅｏ光テレビ契約者より申し

出があった場合は、別表２に定める「インターネット複合利用割引」を適用いたします。 

（１）  ｅｏ光テレビ契約者が、インターネットの契約を締結または利用している場合。 

（２）  ｅｏ光テレビ契約者の利用場所が、上記（１）の契約者回線を共用できる場合。

ただし、集合住宅共聴方式の場合は、この限りでありません。 

（３）  金融機関の口座振替の場合、同一の金融機関・同一の口座番号であるなど、本契



約に基づくサービスの利用料などの支払手段が、上記（１）のサービス料金の支

払手段と同一の場合。 

２．前項の適用は、ｅｏ光テレビ契約者が指定する１の契約者回線に限り１の適用としま

す。ただし、集合住宅共聴方式の場合は、第５条第２項の規定による契約の単位とします。 

３．インターネット複合利用割引の適用は、当社所定の方法により申し込みを行い、当社

が承諾した日の属する月の翌月より行います。ただし、第９条の規定に基づき、別表２に

定める「休止料」の適用を受けている場合には、当該月についてインターネット複合利用

割引の適用はありません。 

４．ｅｏ光テレビ契約者が第１項（１）、（２）、（３）いずれかの条件を満たさなくなった

場合は、インターネット複合利用割引の適用を廃止します。 

（注）サービス解約に伴い複合利用割引が廃止される場合において、当該割引の適用は解

約されるサービスの月額料金が発生する最終月までとなります。 

 

 

第１６条（ＩＰ電話の複合利用割引の適用） 

 当社は次に定める（１）から（３）の条件をすべて満たすｅｏ光テレビ契約者より申し

出があった場合は、別表２に定める「ＩＰ電話複合利用割引」を適用いたします。 

ただし、前条のインターネット複合利用割引の適用を受けている場合は、この限りであ

りません。 

 （１）ｅｏ光テレビ契約者が、ＩＰ電話の契約を締結している場合。 

（２）ｅｏ光テレビ契約者の利用場所が、上記（１）の契約者回線を共用できる場合。

ただし、集合住宅共聴方式の場合は、この限りでありません。 

（３）金融機関の口座振替の場合、同一の金融機関・同一の口座番号であるなど、本契

約に基づくサービスの利用料などの支払手段が、上記（１）のサービス料金の支

払手段と同一の場合。 

２．前項の適用は、ｅｏ光テレビ契約者が指定する１の契約者回線に限り１の適用としま

す。ただし、集合住宅共聴方式の場合は、第５条第２項の規定による契約の単位とします。 

３．ＩＰ電話複合利用割引の適用は、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾

した日の属する月の翌月より行います。ただし、第９条の規定に基づき、別表２に定める

「休止料」の適用を受けている場合には、当該月についてＩＰ電話複合利用割引の適用は

ありません。 

４．ｅｏ光テレビ契約者が第１項（１）、（２）、（３）いずれかの条件を満たさなくなった

場合は、ＩＰ電話複合利用割引の適用を廃止します。 

（注）サービス解約に伴い複合利用割引が廃止される場合において、当該割引の適用は解

約されるサービスの月額料金が発生する最終月までとなります。 

 

 

第１７条（加入契約料および工事費など） 

ｅｏ光テレビ契約者は、別表１に定める加入契約料および別表４に定める工事費など

を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに支払うものとします。 

 



第１８条（割増金）  

 ｅ ｏ 光 テ レ ビ 契 約 者 が 、 加 入 契 約 料 そ の 他 本 契 約 に 定 め る 債 務 の 支 払 い を 不 法

に 免 れ た 場 合 、ｅ ｏ 光 テ レ ビ 契 約 者 に は 、そ の 免 れ た 額 の ほ か 、そ の 免 れ た 額（ 消

費 税 相 当 額 を 加 算 し な い 額 と し ま す 。）の ２ 倍 に 相 当 す る 額 に 消 費 税 相 当 額 を 加 算

し た 額 を 、割 増 金 と し て 、当 社 の 指 定 す る 方 法 に よ り 、当 社 の 指 定 す る 期 日 ま で に

支 払 っ て い た だ き ま す 。  

 

第１９条（遅延利息） 

 ｅｏ光テレビ契約者が、加入契約料その他本契約に定める債務（遅延利息を除きます。）

の支払いを支払期日より遅延した場合、ｅｏ光テレビ契約者は、支払期日の翌日より支払

日の前日まで、年利１４．５％の遅延利息を当社に支払うものとします。ただし、支払期

日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。 

２．第７条（初期契約解除）に規定する初期契約解除の適用により、支払いを要する事と

なった料金その他の債務（延滞利息を除きます。）に対する延滞利息については前項の規

定に関わらず、商事法定利率に基づき計算します。 

 

第２０条（手続きに関する料金）  

ｅ ｏ 光 テ レ ビ 契 約 者 が 、加入契約料その他本契約に定める債務を当 社 に 支 払 っ た 旨

の 証 明 書（ 以 下「 支 払 証 明 書 」と い い ま す 。）の 発 行 を 当 社 に 申 し 出 た 場 合 、別 表

８ に 定 め る 支 払 証 明 書 発 行 手 数 料 を 当 社 に 支 払 う も の と し ま す 。  

２ ．eo 光 テ レ ビ 契 約 者 か ら の 請 求 ま た は 加 入 契 約 料 そ の 他 本 契 約 に 定 め る 債 務 の

支 払 い を 現 に 怠 る お そ れ が あ る こ と に よ り 、そ の eo 光 テ レ ビ サ ー ビ ス に 関 す る 料

金 の 請 求 書 等 の 発 行 を 行 っ た と き は 、 別 表 ８ に 定 め る 請 求 書 等 発 行 手 数 料 を 当 社

に 支 払 う も の と し ま す 。  

 な お 、2021 年 4 月 以 降 発 行 分 よ り 、請 求 書 等 で の 支 払 い に 伴 う 振 込 手 数 料 は ｅ

ｏ 光 テ レ ビ 契 約 者 の 負 担 と し ま す 。  

３ ． ｅ ｏ 光 テ レ ビ 契 約 者 か ら の 請 求 に よ り 、 ｅ ｏ 光 テ レ ビ サ ー ビ ス に 関 す る 料 金

の 口 座 振 替 の お 知 ら せ な ど（ 以 下「 料 金 明 細 類 」と い い ま す 。）の 発 行 を 行 っ た と

き は 、 別 表 ８ に 定 め る 料 金 明 細 類 発 行 手 数 料 を 当 社 に 支 払 う も の と し ま す 。  

 

第２１条（Ｂ－ＣＡＳカードの取扱い） 

 Ｂ－ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナル

アクセスシステムズの「ビーキャス（Ｂ－ＣＡＳ）カード使用許諾契約約款」に定めると

ころによります。 

２ ．ｅ ｏ 光 テ レ ビ 契 約 者 は 、Ｂ － Ｃ Ａ Ｓ カ ー ド の 再 発 行 が 必 要 な 場 合 は 、別 表 ７ に

定 め る Ｂ － Ｃ Ａ Ｓ カ ー ド 再 発 行 費 用 を 支 払 う も の と し ま す 。  

 

第２２条（ＳＴＢなどの貸与） 

 当社の提供するサービスに使用するＳＴＢなどは、当社がｅｏ光テレビ契約者に貸与

します。ＳＴＢの付属品およびＣ－ＣＡＳカードは、ＳＴＢ1 台につき１を、ＴＶ用ＯＮ

Ｕ付属品は１の契約者回線につき１を貸与するものとします。なお、ｅｏ光テレビ契約者



は、Ｃ－ＣＡＳカードをＳＴＢに常時装着した状態で使用・保管するものとします。 

２．ｅｏ光テレビ契約者は、使用上の注意事項を遵守してＳＴＢなどを使用するものと

し、故意または過失により破損、紛失した場合は、すみやかに当社に届け出るとともに、

その修復または補填に要する費用を当社に支払うものとします。 

なお、最大の修復・補填費用は別表７に定める金額の通りとします。  

３．ｅｏ光テレビ契約者は、ｅｏ光テレビ契約者の申し出によりＳＴＢを機種変更する際

は、別表４に定めるＳＴＢ交換費用を支払うものとします。 

４．ｅｏ光テレビ契約者は、契約の解約または解除時にはすみやかにＳＴＢなどを当社に

返却するものとします。 

なお、ｅｏ光テレビ契約者がＳＴＢなどを当社に返却する際にｅｏ光テレビ契約者の私

物（以下「契約者私物」といいます。）が同梱されていた場合であって、当社に契約者私

物が届いてから 1 カ月以内にｅｏ光テレビ契約者から契約者私物の返却を求める通知が

ないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。（ただし、契約者私物の返

却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。） 

５．地デジ・ＢＳコースについては、ＳＴＢの貸与はいたしません。 

 

第２３条（施設の設置） 

 当社のサービス提供に必要な契約者回線の設置工事は、当社所定の使用機器、工法など

により、当社または当社指定の業者が行うものとします。 

２．ＴＶ用ＯＮＵの設置場所は需要場所の地点とし、クロージャから最短距離にある場所

を基準として、当社との協議によって定めます。  

３ ．当 社 は 、設 置 時 点 で 提 供 義 務 を 負 う ｅ ｏ 光 テ レ ビ サ ー ビ ス の 提 供 に 必 要 な ＴＶ

用ＯＮＵを 設 置 す る も の で あ り 、設 置 後 に 拡 充 さ れ た サ ー ビ ス が 利 用 環 境 そ の 他 の

理 由 に よ り 正 常 に 利 用 で き な い 場 合 で あ っ て も 、 当 該 拡 充 さ れ た サ ー ビ ス の 提 供

お よ び ＴＶ用ＯＮＵの 交 換 の い ず れ の 義 務 も 負 い ま せ ん 。  

 

第２４条（設置場所の提供）    

 当社は、引込施設およびＳＴＢなどを取り付けするため、必要に応じて、ｅｏ光テレビ

契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などを無償で使用できるものとし、ｅ

ｏ光テレビ契約者には無償による取り付け場所の提供を承諾していただきます。なお、引

込施設およびＳＴＢなどの使用に係る電源はｅｏ光テレビ契約者が設置するものとし、

その電気料金および消耗品はｅｏ光テレビ契約者が負担するものとします。 

 

第２５条（立入り） 

 ｅｏ光テレビ契約者は、当社または当社の指定する業者が、本施設の維持管理、保守な

どを行うために、ｅｏ光テレビ契約者が所有または占用する敷地、家屋、構築物などの立

入りについて協力を求めた場合は、これを承諾するものとします。 

 

第２６条（施設の所有） 

 当社は、ＳＴＢおよび契約者回線などを、ｅｏ光テレビ契約者は、ｅｏ光テレビ契約者

施設をそれぞれ所有します。 



 

第２７条（施設の維持管理、保守工事） 

 本施設の維持管理は、所有区分によりそれぞれの所有者が行うものとします。 

２．契約者回線の保守工事は、当社所定の使用機器、工法などにより、当社または当社指

定の業者が行うものとします。 

３．ｅｏ光テレビ契約者は、契約者回線の維持管理、保守工事の必要上、当社が提供する

サービスを停止する場合があることを承認いただきます。 

 

第２８条（免責事項） 

 当社は、次に掲げる場合については、損害の賠償を負いません。  

（１）  天災、事変、不測の事故、通信衛星の故障、第三者の原因による事故、その他

契約者回線の故障または工事などによるサービス提供の停止および変更が生

じた場合。 

（２）  当社の責に帰さない事由または受信障害により、ｅｏ光テレビ契約者および

ｅｏ光テレビ契約者設備などに損害が生じた場合。 

（３）ＳＴＢの利用において、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じ録画

物が消失した場合。また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、

機器の交換や撤去に際して録画物が消失した場合。 

 

第２８条の２（責任の制限） 

 当社は、ｅｏ光テレビサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由

によりその提供をしなかったときは、そのｅｏ光テレビサービスが全く利用できない状

態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに

限り、ｅｏ光テレビサービス契約者の損害を賠償します。 

２．前項の場合において、当社は、ｅｏ光テレビサービスが全く利用できない状態にある

ことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限

ります。以下この条において同じとします。）に対応する利用料など（そのｅｏ光テレビ

サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額）を発生した損

害とみなし、その額に限って賠償します。 

３．本条第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額

の算定にあっては、別表の規定に準じて取り扱います。 

４．当社の故意または重大な過失によりｅｏ光テレビサービスの提供をしなかったとき

は、前３項の規定は適用しません。 

 

第２９条（禁止事項） 

 ｅｏ光テレビ契約者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。 

（１）  当社が貸与するＳＴＢなど以外の機器などのｅｏ光テレビ契約者施設への接

続。 

（２）  当社が貸与するＳＴＢなどの分解もしくは改造・変造・改ざん・損壊などの行

為。 

（３）  当社が貸与するＳＴＢなどを販売、レンタル、リース、賃貸その他方法のいか



んを問わず第三者に使用させる行為。または､担保に供する行為。 

（４）  当社が貸与するＳＴＢなどの設置場所を当社に無断で変更する行為。または、

サービス提供区域外へ持ち出す行為。 

（５）  引 込 施設の損壊、改変もしくは増設などの工事。これはｅｏ光テレビサービ

スを解約し、引込施設が残置された場合、残置された引込施設においても同

様とします。 

（６）  当社が提供するサービスを第三者へ供給すること。  

（７）  当社の提供するサービスについて著作権侵害など、法令に反する利用。 

（８）  対価の有無に係わらず、ｅｏ光テレビ契約者が当社の提供するサービス（自

主放送サービスおよびオプションチャンネル）を公に上映すること、または

自主放送サービス、オプションチャンネルおよび同時再放送サービスの複製

物を頒布すること。 

２．ｅｏ光テレビ契約者は、前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は、

ｅｏ光テレビ契約者に対し、損害の賠償を請求することがあります。また、ｅｏ光テレビ

契約者に損害が生じても、当社はその責任を負いません。 

 

第３０条（ｅｏ光テレビ契約者に係る情報の利用） 

当社は、ｅｏ光テレビ契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、

または請求書の送付先などの情報を、当社のサービスに係る契約の申し込み、契約の締

結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の

遂行上必要な範囲で利用します。なお、ｅｏ光テレビサービスの提供にあたり取得した個

人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。 

（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、ｅｏ光テレビ契約者に係る情報を当社の業

務を委託している者に提供する場合を含みます。 

 

第３１条（故障） 

 当社または当社の指定する業者は、ｅｏ光テレビ契約者から当社の提供するサービス

の受信に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し、必要な措置を講ずるもの

とします。ただし、ｅｏ光テレビ契約者の受信機およびｅｏ光テレビ契約者施設に起因す

る受信異常については、この限りではありません。 

２．ｅｏ光テレビ契約者は、ｅｏ光テレビ契約者の受信機およびｅｏ光テレビ契約者施設

の異常の調査および修復に要する費用を負担するものとします。 

３．ｅｏ光テレビ契約者は、ｅｏ光テレビ契約者の故意または過失により、契約者回線お

よびＳＴＢなどに故障が生じた場合は、その施設などの修復に要する費用を負担するも

のとします。 

 

第３２条（番組内容の変更） 

 当社は都合により予告なしに放送する番組内容を変更することがあります。なお、変更

によってｅｏ光テレビ契約者に生ずる損害の賠償には応じません。 

 

第３３条（番組編成の変更）  



当社は都合により番組編成を変更することがあります。なお、変更によってｅｏ光テレ

ビ契約者に生ずる損害の賠償には応じません。  

 

第３４条（停止および解除）  

 当社は、ｅｏ光テレビ契約者が毎月の利用料などを滞納された場合や、ｅｏ光テレビ契

約者に本約款に違反する行為があったと認められる場合は、ｅｏ光テレビ契約者に催告

したうえでサービスの提供を停止し、停止した月の月末をもって本契約を解除すること

ができるものとします。なお本契約を解除する場合、第８条および第１３条の規定を準用

します。なお、加入契約料はｅｏ光テレビ契約者に返戻いたしません。 

 ただし、本契約の解除後、当社が別に定める期日までに、ｅｏ光テレビ契約者が解除の

事由となったその事実を解消し、当社がその事実を確認する事ができ、かつ、ｅｏ光テレ

ビ契約者からサービスを継続して利用する申し出があり、当社が承諾した場合は、滞納さ

れた利用料などその他の債務に加え、別表８に定める料金を当社に支払う事により、その

解除となった本契約の契約内容を引き継ぎ、サービスの利用を再開できるものとします。  

 

第３５条（専属的合意管轄裁判所） 

ｅｏ光テレビ契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所ま

たは大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３６条（附帯サービス） 

別表２に定めるスマートベーシック、またはスマートプレミアムを契約するｅｏ光テ

レビ契約者は、当社が別に提供するｅｏオンデマンドを利用することができます。 

２  ｅｏオンデマンドは、当社が別に定めるｅｏオンデマンド利用規約に基づき提供す

るものとします。 

 

第３７条（eoID の提供） 

当社は、本契約が成立した場合は、ｅｏ光テレビ契約者に対し、１のｅｏＩＤを提供し

ます。ただし、既にｅｏＩＤを保有している場合は、この限りではありません。  

２  ｅｏＩＤの利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定めるｅｏＩＤ利用

規約において定めます。ｅｏ光テレビ契約者は、ｅｏＩＤを取得した時点でｅｏＩＤ利用

規約に同意するものとします。 

 

第３８条（キャンペーン等の適用） 

ｅｏ光テレビ契約者が、ｅｏ光テレビサービスの提供条件および当社が個別に定める

キャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。  



別     表 

 

別表１．加入契約料 

金  額  

20,000 円（税込額  22,000 円）  

 

別表２．サービス利用料     

項  目  月  額  

 

基

本  

利

用

料  

タ

イ

プ

１  

バリュー  

パック  

集合住宅共聴方式  3,900 円（税込額  4,290 円）  

上記以外  4,800 円（税込額  5,280 円）  

スタンダード  

パック  

集合住宅共聴方式  4,400 円（税込額  4,840 円）  

上記以外  5,300 円（税込額  5,830 円）  

ライト  
集合住宅共聴方式  2,400 円（税込額  2,640 円）  

上記以外  3,300 円（税込額  3,630 円）  

追加ＳＴＢ  

利用料  

（２台目以降）  

バリューパック  1,900 円（税込額  2,090 円）／台  

スタンダードパック  2,400 円（税込額  2,640 円）／台  

ライト  1,000 円（税込額  1,100 円）／台  

タ

イ

プ

２  

ベーシック  

ＨＤ  

集合住宅共聴方式  4,234 円（税込額  4,657 円）  

上記以外  5,134 円（税込額  5,647 円）  

プレミアムＨＤ  
集合住宅共聴方式  4,691 円（税込額  5,160 円）  

上記以外  5,591 円（税込額  6,150 円）  

コンパクト  
集合住宅共聴方式  2,615 円（税込額  2,876 円）  

上記以外  3,515 円（税込額  3,866 円）  

追加ＳＴＢ  

利用料  

（２台目以降）  

ベーシックＨＤ  2,096 円（税込額  2,305 円）／台  

プレミアムＨＤ  2,553 円（税込額  2,808 円）／台  

コンパクト  1,000 円（税込額  1,100 円）／台  

タイプ３  

地デジ・ＢＳコース  3,239 円（税込額  3,562 円）  

地デジ・ＢＳコース  

スターチャンネルセット  

１カ月～１２カ月迄  
4,739 円  

（税込額  5,212 円）  

１３カ月以降  

5,539 円  

（税込額  6,092 円）  

(注) 2024 年 6 月ご利用

分から 5,039 円  

（税込額  5,542 円）  

となります。  

タ

イ

プ

４  

スマート  

ベーシック  

集合住宅共聴方式  3,900 円（税込額  4,290 円）  

上記以外  4,800 円（税込額  5,280 円）  

スマート  

プレミアム  

集合住宅共聴方式  5,200 円（税込額  5,720 円）  

上記以外  6,100 円（税込額  6,710 円）  

スマート  

コンパクト  

集合住宅共聴方式  2,615 円（税込額  2,876 円）  

上記以外  3,515 円（税込額  3,866 円）  

追加ＳＴＢ  スマートベーシック  1,762 円（税込額  1,938 円）／台  



利用料  

（２台目以降）  

スマートプレミアム  3,062 円（税込額  3,368 円）／台  

スマートコンパクト  1,000 円（税込額  1,100 円）／台  

インターネット  

複合利用割引  

集合住宅共聴方式  

上記で規定する基本サービスの月額から各コー

スとも 500 円（税込額 550 円）の割引を適用し

ます。ただし、追加ＳＴＢの場合は、この限りであ

りません。 

上記以外  

上記で規定する基本サービスの月額から各コー

スとも 1800 円（税込額 1980 円）の割引を適用

します。ただし、追加ＳＴＢの場合は、この限りで

ありません。 

ＩＰ電話  

複合利用割引  

集合住宅共聴方式  上記で規定する基本サービスの月額から各コー

スとも 300 円（税込額 330 円）の割引を適用し

ます。ただし、追加ＳＴＢの場合は、この限りであ

りません。 

上記以外  

休止料  1,500 円（税込額  1,650 円）  

※タイプ１の新規申込受付は、２００９年５月 1７日をもって、タイプ２の新規申込受付は２０１６年

６月３０日をもって終了いたしました。ただし、同一タイプ間での契約変更や追加については、この

限りではありません。  

※タイプ３地デジ・ＢＳコーススターチャンネルセットの新規申込受付は終了しました。  

※タイプ１、タイプ２、およびタイプ４を混在して利用することはできません。  

※上記利用料金には、ＮＨＫ受信料などは含まれておりません。  

※追加ＳＴＢを利用する場合で、ライトとバリューパックまたはスタンダードパックを含む場合は、

１台目利用料にバリューパックまたはスタンダードパックの利用料を適用します。  

※追加ＳＴＢを利用する場合で、コンパクトとベーシックＨＤまたはプレミアムＨＤを含む場合は、

１台目利用料にベーシックＨＤまたはプレミアムＨＤの利用料を適用します。  

※追加ＳＴＢを利用する場合で、スマートコンパクトとスマートベーシックまたはスマートプレミア

ムを含む場合は、１台目利用料にスマートベーシックまたはスマートプレミアムの利用料を適用し

ます。  

※ 地 デ ジ・Ｂ Ｓ コ ー ス  ス タ ー チ ャ ン ネ ル セ ッ ト は 同 一 の 契 約 者 回 線 に お い て 複 数 回 お 申 し 込

み い た だ く こ と は で き ま せ ん 。  

 

別 表 ３ ． 追 加 機 能 付 き Ｓ Ｔ Ｂ 利 用 料  

項  目  月  額  備  考  

追加機能付き  

ＳＴＢ利用料

※１ 

TZ-DCH2810 700 円（税込額 770 円）／台 
2009 年 3 月 1 日 を も っ て

申 込 受 付 を 終 了  

TZ-HDW610PW 700 円（税込額 770 円）／台 
2016 年 6 月 30 日 を も っ て

申 込 受 付 を 終 了  

TZ-HDT620PW 700 円（税込額 770 円）／台 
2021 年 3 月 29 日 を も っ て

申 込 受 付 を 終 了  

TZ-LT1000BW 

（2021 年 4 月ご利用分まで）  

900 円（税込額 990 円）／台  

2021 年 3 月 29 日 を も っ て

申 込 受 付 を 終 了  

（2021 年 5 月ご利用分から）  

0 円（税込額 0 円）／台  

TZ-DCH9810 1,500 円（税込額 1,650 円）／台 
2009 年 11 月 30 日 を も っ

て 申 込 受 付 を 終 了  

TZ-HT3000BW 
（2021 年 4 月ご利用分まで）  

1,500 円（税込額 1,650 円）／台  

2021 年 3 月 29 日 を も っ て

申 込 受 付 を 終 了  



（2021 年 5 月ご利用分から）  

700 円（税込額 770 円）／台  

TZ-HT3500BW 700 円（税込額 770 円）／台   

TZ-BDW900P 1,700 円（税込額 1,870 円）／台 
2012 年 1 月 31 日 を も っ て

申 込 受 付 を 終 了  

TZ-BDT910P 1,700 円（税込額 1,870 円）／台 
2014 年 3 月 31 日 を も っ て

申 込 受 付 を 終 了  

TZ-BDT920PW 1,800 円（税込額 1,980 円）／台  

TZ-HXT700PW 

（2021 年 4 月ご利用分まで）  

2,800 円（税込額 3,080 円）／台 

2018 年 11 月 30 日 を も っ

て 申 込 受 付 を 終 了  

（2021 年 5 月ご利用分から）  

700 円（税込額 770 円）／台  

※１ サービス利用料に追加となります。  

 

別表４．工事費など    

項  目  金  額  

標準工事費  

集合住宅共聴方式  6,200 円（税込額  6,820 円）  

上記以外  

45,000 円（税込額  49,500 円）  

基本サービスとインターネットもしくはＩＰ電話のセ

ット申込の場合は、29,000 円（税込額 31,900 円）を

割引く。ただし、第 7 条に規定する初期契約解除が適用

された場合は申し込みの形態によらず、16,000 円（税

込額 17,600 円）とします。  

追加工事費  実  費  

その他工事費など  実  費  

撤去工事費  

集合住宅共聴方式  5,000 円（税込額  5,500 円）  

上記以外  

全施設撤去の場合  17,000 円（税込額  18,700 円）  

引込施設残置の場合  12,000 円（税込額  13,200 円）  

引込施設残置の場合であ

って、ｅｏ光テレビ契約

者自身で受信設備（アン

テナなど）の切り替えが

完了している場合  

5,000 円（税込額 5,500 円）  

ＳＴＢ追加費用  

工事完了日以降に追加Ｓ

ＴＢをお申し込みいただ

いた場合  

6,200 円（税込額  6,820 円）／台  

ＳＴＢ撤去費用※１  

当社による撤去工事実施

の場合  
8,000 円（税込額  8,800 円）／台  

ｅｏ光テレビ契約者によ

る撤去の場合※２  
3,000 円（税込額  3,300 円）／台  

ＳＴＢ交換費用  

当社による交換工事実施

の場合  
8,000 円（税込額  8,800 円）／台  

ｅｏ光テレビ契約者によ 3,000 円（税込額  3,300 円）／台  



る交換実施の場合※3 

ＴＶ用ＯＮＵ交換工事費※4 12,000 円（税込額  13,200 円）／台  

出張費用※5 3,000 円（税込額  3,300 円）／回  

ｅｏ光テレビガイド誌※6 月額  250 円（税込額  275 円）／冊  

※１タイプ１、タイプ２、またはタイプ４からタイプ３へ変更する場合、および追加されたＳＴＢを撤去す

る場合にも、ＳＴＢ撤去工事費を適用します。  

※２ｅｏ光テレビ契約者にてＳＴＢを取り外しの上、ＳＴＢを当社所定の場所に返送いただきます。  

※３当社より新たなＳＴＢを送付後、ｅｏ光テレビ契約者にてＳＴＢの交換を実施の上、旧ＳＴＢを当社所

定の場所に返送いただきます。  

※４基本サービスのタイプ変更や電波干渉による受信不良の解消を希望される場合にＴＶ用ＯＮＵ交換工事

費が適用される場合があります。  

※５各工事費などに含まれています。なお、複数の工事を同時に実施する場合は、各工事費などから減額し

ます。  

※6 2024 年 5 月分（5 月号）から月額 280 円（税込額 308 円）になります。  

 

別表５．オプションチャンネル利用料  

チャンネル名  月  額  備  考  

ＷＯＷＯＷプライム  

ＷＯＷＯＷライブ  

ＷＯＷＯＷシネマ  

WOWOW 4K 

－  

株式会社ＷＯＷＯＷが定める「衛星有料放送

サービス約款」の規定に基づく視聴料などに

よります。  

※タイプ３でもご利用になれます。  

スターチャンネル１  

スターチャンネル２  

スターチャンネル３  

2,300 円  

（税込額  2,530 円）  

スターチャンネル  

※タイプ３でもご利用になれます。  

(注) 2024 年 5 月末にスターチャンネル 2 お

よびスターチャンネル 3 は放送を終了し、

2024 年 6 月からスターチャンネル 1 はスタ

ーチャンネルに名称変更されます。  

また、2024 年 6 月ご利用分から 1,800 円

（税込額  1,980 円）となります。  

アニマックスＨＤ  
739 円 

（税込額  812 円）  
 

タカラヅカ･スカイ･ステージ  
2,700 円  

（税込額  2,970 円）  
 

フジテレビ NEXT ライブ・プレミア

ム  

1,200 円  

（税込額  1,320 円）  
 

フジテレビ NEXT ライブ・プレミア

ム  
1,500 円  

（税込額  1,650 円）  
 フジテレビ ONE スポーツ・バラエテ

ィ  

フジテレビ TWO ドラマ・アニメ  

フジテレビ ONE スポーツ・バラエテ

ィ  
1,000 円  

（税込額  1,100 円）  
２チャンネルセット  

フジテレビ TWO ドラマ・アニメ  

ディズニー・チャンネル HD 
696 円 

（税込額  765 円）  
 

FIGHTING TV サムライ(ＨＤ) 
1,800 円  

（税込額  1,980 円）  
  



J SPORTS 4 HD 
1,300 円  

（税込額  1,430 円）  
 

J SPORTS 1+2+3+4 
2,286 円  

（税込額  2,514 円）  
４チャンネルセット  

刺激ストロングチャンネル  
500 円 

（税込額  550 円）  
 

衛星劇場ＨＤ  
1,905 円  

（税込額  2,095 円）  
  

東映チャンネルＨＤ  
1,500 円  

（税込額  1,650 円）  
  

WOWOW プラスＨＤ  
700 円 

（税込額  770 円）  
 

日本映画専門チャンネルＨＤ  
700 円 

（税込額  770 円）  
 

テレ朝チャンネル 1 
600 円 

（税込額  660 円）  
 

アニメシアターＸ（ＡＴ-Ｘ）  
1,800 円  

（税込額  1,980 円）  
 

アジ ア  ド ラマ チック TV （ア

ジドラ）  

600 円 

（税込額  660 円）  
 

 

中国テレビ★大富チャンネル  

1,800 円  

（税込額  1,980 円）  
 

Ｍｎｅｔ ＨＤ  
2,300 円  

（税込額  2,530 円）  
 

ＫＮＴＶ ＨＤ  
3,000 円  

（税込額  3,300 円）  
 

映画・チャンネル NECO-HD 
600 円 

（税込額  660 円）  
 

KBS World HD 
700 円 

（税込額  770 円）  
 

ホームドラマチャンネルＨＤ  

 韓流・時代劇・国内ドラマ  

713 円 

（税込額  784 円）  
 

Ｖ☆パラダイスＨＤ  
900 円 

（税込額  990 円）  
 

MTV HD 
700 円 

（税込額  770 円）  
 

歌謡ポップスチャンネル HD 
800 円 

（税込額  880 円）  
 

ＴＢＳチャンネル１  

 最新ドラマ・音楽・映画  

600 円 

（税込額  660 円）  
 

日テレプラス  

 ドラマ・アニメ・音楽ライブ  

750 円 

（税込額  825 円）  
 

日経ＣＮＢＣ  
900 円 

（税込額  990 円）  
 

ＢＢＣニュース  
1,200 円  

（税込額  1,320 円）  
 



エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバ

ラエティ  

600 円 

（税込額  660 円）  
 

エキサイティング・グランプリ 
458 円 

（税込額  503 円）  
 

釣りビジョンＨＤ  
1,200 円  

（税込額  1,320 円）  
 

パチンコ★パチスロ TV!HD 
1,500 円  

（税込額  1,650 円）  
 

グリーンチャンネルＨＤ  1,000 円  

（税込額  1,100 円）  
 ２チャンネルセット  

グリーンチャンネル２ＨＤ  

レジャーチャンネル  
900 円 

（税込額  990 円）  
 

ＳＰＥＥＤチャンネル  
900 円 

（税込額  990 円）  
  

CNN U.S. 
2,000 円  

（税込額  2,200 円）  
 

プレイボーイチャンネルＨＤ  
2,500 円  

（税込額  2,750 円）  
  

レッドチェリー  
2,500 円  

（税込額  2,750 円）  
  

レインボーチャンネルＨＤ  
2,300 円  

（税込額  2,530 円）  
  

ミッドナイト・ブルーＨＤ  
2,300 円  

（税込額  2,530 円）  
  

パラダイステレビＨＤ  
2,000 円  

（税込額  2,200 円）  
  

チェリーボム  
2,300 円  

（税込額  2,530 円）  
  

ダイナマイトＴＶ ＨＤ  
1,600 円  

（税込額  1,760 円）  
  

ＡＶ王 ＨＤ  
1,600 円  

（税込額  1,760 円）  
  

プレイボーイチャンネルＨＤ  
3,000 円  

（税込額  3,300 円）  
プレイボーイセット  

レッドチェリー  

レインボーチャンネルＨＤ  
3,000 円  

（税込額  3,300 円）  
ゴールデンアダルトセット  ミッドナイト・ブルーＨＤ  

パラダイステレビＨＤ  

チェリーボム  2,500 円  

（税込額  2,750 円）  
ピンク・イエローセット  

レッドチェリー  

ＶＥＮＵＳ ＨＤ  
3,000 円  

（税込額  3,300 円）  
チェリーボムセット  レッドチェリー  

チェリーボム  

ダイナマイトＴＶ ＨＤ  2,286 円  

（税込額  2,514 円）  
ダイナマイトセット  

ＡＶ王 ＨＤ  



チェリーボム  

3,791 円  

（税込額  4,170 円）  
メガセット  

ダイナマイトＴＶ ＨＤ  

プレイボーイチャンネルＨＤ  

レッドチェリー  

※フジテレビＯＮＥ・ＴＷＯの２チャンネルセット、フジテレビＮＥＸＴ・ＯＮＥ・ＴＷＯの３チャン

ネルセット、テレ朝チャンネル 1、ア ジ ア  ド ラ マ チ ッ ク TV（アジドラ）の申込受付は終了いた

しました。  

 

 

別 表 ６ ． 最 低 利 用 期 間 精 算 金  

最低利用期間精算金  

集合住宅共聴方式  6,200 円（税込額  6,820 円）  

上記以外  利用期間  

1 カ月～6 カ月迄  

16,000 円 

（税込額  17,600

円）  

7 カ月～12 カ月迄  

8,000 円  

（税込額  8,800

円）  

追加機能付きＳＴＢ  
最低利用期間の残余期間に対応する  

利用料とします。  

地デジ・ＢＳコース  

スターチャンネルセ

ット  

 

最低利用期間清算金は発生いたしません。  

 

別表７．修復・補填費用 

項  目  金  額  

Ｂ－ＣＡＳカード再発行  1,964 円（税込額  2,160 円）  

Ｃ－ＣＡＳカード再発行  1,964 円（税込額  2,160 円）  

ＳＴＢ（追 加 機 能 付 き Ｓ Ｔ Ｂ 除 く ）  

1 年目  18,906 円（税込額  20,796 円）  

2 年目  14,705 円（税込額  16,175 円）  

3 年目  10,504 円（税込額  11,554 円）  

4 年目  6,302 円（税込額  6,932 円）  

5 年目  2,101 円（税込額  2,311 円）  

TZ-DCH2810  

1 年目  36,698 円（税込額  40,367 円）  

2 年目  28,543 円（税込額  31,397 円）  

3 年目  20,388 円（税込額  22,426 円）  

4 年目  12,233 円（税込額  13,456 円）  

5 年目  4,078 円（税込額  4,485 円）  

TZ-HDW610PW  

TZ-HDT620PW  

1 年目  22,325 円（税込額  24,557 円）  

2 年目  17,364 円（税込額  19,100 円）  

3 年目  12,403 円（税込額  13,643 円）  

4 年目  7,442 円（税込額  8,186 円）  

5 年目  2,481 円（税込額  2,729 円）  

TZ-DCH9810  １年目  62,672 円（税込額  68,939 円）  



2 年目  48,745 円（税込額  53,619 円）  

3 年目  34,818 円（税込額  38,299 円）  

4 年目  20,891 円（税込額  22,980 円）  

5 年目  6,964 円（税込額  7,660 円）  

TZ-BDW900P  

TZ-BDT910P  

1 年目  39,308 円（税込額  43,238 円）  

2 年目  30,573 円（税込額  33,630 円）  

3 年目  21,838 円（税込額  24,021 円）  

4 年目  13,103 円（税込額  14,413 円）  

5 年目  4,368 円（税込額  4,804 円）  

TZ-BDT920PW  

1 年目  32,755 円（税込額  36,030 円）  

2 年目  25,476 円（税込額  28,023 円）  

3 年目  18,197 円（税込額  20,016 円）  

4 年目  10,919 円（税込額  12,010 円）  

5 年目  3,640 円（税込額  4,004 円）  

TZ-HXT700PW  

1 年目  53,640 円（税込額  59,004 円）  

2 年目  41,720 円（税込額  45,892 円）  

3 年目  29,800 円（税込額  32,780 円）  

4 年目  17,880 円（税込額  19,668 円）  

5 年目  5,960 円（税込額  6,556 円）  

TZ-LT1000BW 

1 年目  39,161 円（税込額  43,077 円）  

2 年目  30,459 円（税込額  33,504 円）  

3 年目  21,756 円（税込額  23,931 円）  

4 年目  13,054 円（税込額  14,359 円）  

5 年目  4,352 円（税込額  4,787 円）  

TZ-HT3000BW 

1 年目  51,551 円（税込額  56,706 円）  

2 年目  40,095 円（税込額  44,104 円）  

3 年目  28,639 円（税込額  31,502 円）  

4 年目  17,184 円（税込額  18,902 円）  

5 年目  5,728 円（税込額  6,300 円）  

TZ-HT3500BW  

1 年目  33,120 円（税込額  36,432 円）  

2 年目  25,760 円（税込額  28,336 円）  

3 年目  18,400 円（税込額  20,240 円）  

4 年目  11,040 円（税込額  12,144 円）  

5 年目  3,680 円（税込額  4,048 円）  

ＳＴＢリモコン  1,100 円（税込額  1,210 円）  

その他付属品  実  費  

※出張を伴う場合、上表の金額に加えて、出張費用 3,000 円（税込額 3,300 円）もしくはＳＴＢ交換

費用 8,000 円（税込額  8,800 円）を申し受けます。  

※ＳＴＢの提供を開始した日（当社が工事によりＳＴＢの設置を行なった場合はその設置日とし、ま

た、当社が発送によりＳＴＢの引き渡しを行なった場合は、当社がＳＴＢを発送した日の 10 日後の



日とします。）の属する月から起算します。  

 

別表８．手続きに関する料金 

項  目  金  額  

支払証明書発行手数料  300 円（税込額  330 円）／枚  

請求書等発行手数料  300 円（税込額  330 円）／枚  

料金明細類発行手数料  100 円（税込額 110 円）／枚  

登録証・契約内容証明書再発行手数料  258 円（税込額  283 円）  

契約譲渡手数料  3,000 円（税込額  3,300 円）  

解除回復事務手数料  3,000 円（税込額  3,300 円）  

※  支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代および郵送料（実費）が  

必要な場合があります。  

※  請求書等の発行については利用料などの請求がない場合は、請求書等は発行しません。この場合、

上記の手数料の支払いは要しません。  



附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2012 年 10 月 1 日から実施します。 

（名称変更） 

２．この改正規定の実施日において、Ｋ－ＣＡＴ ｅｏ光テレビ契約約款はｅｏ光テレビ  

契約約款に変更します。 

（ｅｏ光テレビサービスに関する措置） 

３．この改正規定実施の際、現に改正前のＫ－ＣＡＴ ｅｏ光テレビ契約約款の規定によ  

 り締結しているｅｏ光テレビサービスに係る契約は、この改正規定実施の日において、 

改正後のこのｅｏ光テレビ契約約款の規定しているｅｏ光テレビサービスに係る契約 

とみなします。 

（特約条項の設定） 

４．当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとしま  

す。 

（加入契約料などの減額措置） 

５．当社は、時期・期間・工事の態様により加入契約料、サービス利用料、工事費など 

の減額を行うことがあります。 

（その他） 

６．一括加入、業務用などについては別に定めます。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2012 年 11 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2013 年 1 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2013 年 7 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2013 年 8 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2013 年 9 月 1 日から実施します。 

 

附 則 



（実施期日） 

この改正規定は、2013 年 10 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2013 年 12 月 2 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2014 年 1 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2014 年 4 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2014 年 9 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2014 年 10 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2014 年 10 月 20 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2015 年 4 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2015 年 6 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2015 年 8 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 



この改正規定は、2016 年 4 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2016 年 5 月 21 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2016 年 7 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2016 年 7 月 21 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2016 年 10 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2016 年 12 月 1 日から実施します。 

２．本改正規定の実施日において、eoID を保有する eo 光テレビ契約者については、同日

をもって eoID 利用規約を適用します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2017 年 4 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2017 年７月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2017 年 10 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2018 年 2 月 1 日から実施します。 

 

附 則 



（実施期日） 

この改正規定は、2018 年４月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2018 年 7 月 2 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2018 年 9 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2018 年 10 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2018 年 12 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2018 年 12 月 10 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 2 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２．第 14 条（利用料の支払義務）の規定は、2019 年 7 月 1 日以降適用するものとし、

2019 年 6 月 30 日以前の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

3．第 28 条の 2（責任の制限）の規定は、2019 年 7 月 1 日以降適用するものとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２．第 14 条の３（料金の一括後払い）の規定は、2019 年 12 月 1 日以降適用するもの

とし、それ以前の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 



 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 11 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 12 月 2 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2020 年 2 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２．この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったｅｏ光テレビサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２．この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったｅｏ光テレビサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 10 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 1 月 16 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2021 年 3 月 29 日から実施します。 

（経過措置） 

２．この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったｅｏ光テレビサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から実施します。 



（経過措置） 

２．この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったｅｏ光テレビサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2021 年 10 月 13 日から実施します。 

（経過措置） 

２．この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったｅｏ光テレビサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2022 年 1 月 5 日から実施します。 

（経過措置） 

２．この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったｅｏ光テレビサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2022 年 3 月 24 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２．この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったｅｏ光テレビサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2023 年 2 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2023 年 7 月 3 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2023 年 12 月 20 日から実施します。 

 



附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2024 年 1 月 25 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2024 年 3 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１．この改正規定は、2024 年４月 22 日から実施します。 

 


